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大田清掃工場 環境方針 
 

基本理念 

私たちの暮らしは、日常生活や生産活動のすべてにわたって、地球全体の環境とつな

がっています。かけがえのないその地球環境を子孫に引き継いでいくためには、今まで

のような大量生産、大量消費、大量廃棄ではなく、地球環境への負荷が少ないライフスタ

イルや事業活動へと転換していくことが必要です。これを実現するためには、区民や事

業者などが連携、協働し、生産、流通、消費などのあらゆる段階で天然資源の消費を抑制

し、環境への負荷をできる限り低減するなど低炭素社会と循環型社会を両立させなけれ

ばなりません。 

大田清掃工場は、地域から排出された廃棄物を一般廃棄物処理基本計画＊に基づいて適

正に処理するとともに、焼却により得られたエネルギーを有効に利用することにより環

境負荷を軽減してまいります。また、開かれた工場として、環境に関する情報や学習の場

の提供を行うなど、環境啓発や環境教育に取り組んでまいります。 

＊東京二十三区清掃一部事務組合 一般廃棄物処理基本計画（令和 3 年 2 月） 

基本方針 

１ 環境関連法令及び「大田清掃工場の操業に関する協定」などを遵守します。 

２ 環境目標及び維持管理重点項目を設定し、その達成度を評価し、定期的に見直しを

行い継続的な改善に努めます。 

３ 工場に搬入されるごみを適正に処理し、ごみの減容化、無害化に努めるとともに、適

切な施設管理と設備の保全及びそれを担う人材の育成により、環境負荷の低減と汚染

の予防に努めます。 

４ 可燃ごみ焼却廃熱を発電などに有効利用し、環境負荷の低減に努めます。 

５ 京浜島地区の景観と潤いを維持するために構内緑地を適切に管理します。 

６ 工場の操業状況、環境関連情報を公表します。 

７ この環境方針は、工場職員及び、特定委託業者・請負業者等に周知するとともに一般

に公開します。 

 

2022 年 4 月 1 日 

東京二十三区清掃一部事務組合 

大田清掃工場長 髙橋 寿徳 

 

 



事業概要  

東京二十三区清掃一部事務組合大田清掃工場では、可燃ごみの中間処理を行う「大田清掃工場（新

工場）（以下「新工場」という。）」及び「大田清掃工場 第一工場（以下「第一工場」という。）」と、

不燃ごみの中間処理を行う「京浜島不燃ごみ処理センター（以下「不燃センター」という。）」の３施

設を管理しています。 

 

新工場及び第一工場は、可燃ごみの焼却処理によってばい菌や害虫、においの発生などを防ぎ、地

域の衛生的な環境を保つ役割を担っています。 

また、ごみ焼却により発生する熱エネルギーを利用した蒸気発電、新工場の屋上及び壁面に設置さ

れた太陽光パネルによる太陽光発電、埋立処分量を一層削減するための焼却灰の資源化など、環境負

荷の低減に取り組んでいます。 

 

不燃センターでは不燃ごみの破砕・選別処理を行っており、破砕したごみから鉄とアルミニウムを

回収することで資源の循環に貢献しています。 

鉄とアルミニウムを取り除いた後、陶器くずやガラスくずは中央防波堤の最終処分場へ埋め立てら

れますが、プラスチックやビニールなどの焼却可能な残さは新工場へ運搬し、焼却処理を行うことで

埋立処分量の削減に努めています。 

 

 

 

施設概要  

大田清掃工場（新工場） 

 

敷地面積 約 92,000 ㎡（第一工場含む） 

しゅん工 平成 26年９月 

焼却炉 全連続燃焼式火格子焼却炉 

 焼却量 600ｔ/日（300ｔ/日×２基） 

ボイラ設備 自然循環式水管ボイラ 

 最大蒸発量 61ｔ/ｈ×２基 

発電設備 衝動式復水型蒸気タービン 

 定格出力 22,800 kW 

排ガス処理設備 ろ過式集じん器、排ガス洗浄処理装置、 

触媒反応塔 

 

  



大田清掃工場 第一工場 

 

しゅん工 平成２年３月 

※平成 26 年４月：休止 

令和３年３月 ：３号炉再稼働工事終了 

令和４年 11月：１、２号炉再稼働工事終了 

焼却炉  全連続燃焼式火格子焼却炉 

  焼却量 600ｔ/日（200ｔ/日×３基） 

ボイラ設備 自然循環式水管ボイラ 

  最大蒸発量 35ｔ/ｈ×３基 

発電設備 衝動式復水型蒸気タービン 

  定格出力 9,000 kW 

排ガス処理設備 減温塔、ろ過式集じん器、 

排ガス洗浄処理装置、触媒反応塔 

 

 

 

 

京浜島不燃ごみ処理センター 
 

敷地面積 約 46,000 ㎡ 

しゅん工 平成８年 11月 

破砕機 堅型回転衝撃式破砕機 

 処理量 32ｔ/ｈ（８ｔ/ｈ×４系統） 

臭気対策設備 薬液洗浄脱臭装置、活性炭脱臭装置 

 

 

 

 

  



私たちの環境への取組  
 

環境マネジメントシステムの取組 

環境マネジメントシステムとは、企業や自治体などの組織が、自らの活動に伴う環境への影響を自

主的、継続的に改善していくための経営のしくみをいいます。 

大田清掃工場は、国際標準化機構が定めた環境マネジメントシステムの規格である ISO14001 の

認証を平成 12 年に取得しました。 

ISO14001 では、事業活動による環境負荷の低減のために環境方針や環境目標を設定し、これら

の達成に向けて環境マネジメントシステムを Plan（計画）、Do（運用）、Check（評価）、Act（改善）

のサイクルにより継続的に改善していくことが要求されています。 

昨年度の環境目標及び達成状況は以下のとおりです。 

 

環境目標 令和 4年度実績 

【省資源の推進】 

前年度の結果を踏まえ、各プラント設備機器のオイル交換

頻度を見直し、交換を行う 

達成 

【周辺環境と調和した潤い豊かな緑地の保全】 

植栽を前年度より 20本以上増やし、緑化の充実を図る 
達成 

【地域との共生】 

見学ルート及びエントランスの展示品を充実させる 
達成 

【適切な施設管理を担う人材の育成】 

緊急事態対応マニュアル（夜間・休日における地震発生時

の対応）の見直しを行う 

達成 

【省エネルギー推進】 

2030 年における高効率照明器具占有率 100％に向けた

計画立案を行う 

達成 

 

 

ISO14001 からいちくみ EMS へ 

東京二十三区清掃一部事務組合（以下「清掃一組」という。）では、組織に環境管理の考え方が定着

したため、また、これまで蓄積したノウハウを活用し、環境管理の効率化及び業務との連携強化を図

るため、令和５年度に ISO14001の認証を返上し、令和６年度以降は「いちくみ環境マネジメント

システム（いちくみ EMS）」を運用することとしました。いちくみ EMSでは清掃一組職員による自

己検査を行い、環境管理が適切に行われていることを確認し、その結果を公表していきます。 

  



環境負荷（令和４年度の物質収支） 

●エネルギー等購入量 ●ごみ搬入量 ●主な薬品使用量 

   

 

  ●灰搬出量   ●エネルギー生産量  

  

  ●CO2 排出量 ※ ３  

  ●下水排水量   

※１ 森ヶ崎水再生センターから供給される、下水処理水です。 

※２ 清掃一組の管理する他施設（不燃ごみ処理センター、粗大ごみ破砕処理施設等）からの搬入量です。 

※３ 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく届出値です。大田清掃工場は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例によ

り特定地球温暖化指定事業所に指定され、平成 22年度からエネルギー起源 CO2の総量削減義務が課されています。 

エネルギー起源 CO2：石油や石炭などの化石燃料を燃焼して作られたエネルギーを消費することによって生じる CO2 

非エネルギー起源 CO2：上記以外の CO2（ごみの焼却燃焼などから生じるもの）  

電気 

都市ガス 

上水 

処理水※１ 

924,060 

91,132 

32,502 

70,192 

kWh 

㎥ 

㎥ 

㎥ 

 

家庭系 

事業系 

清掃一組内※２ 

49,638.25 ｔ 

98,909.12 ｔ 

21,849.16 ｔ 

 

塩酸 

苛性ソーダ 

アンモニア水 

硫酸バンド 

消石灰 

21,250 kg 

329,760 kg 

132,520 kg 

55,930 kg 

445,700 kg 

 

排水量 112,259 m3 

 

埋立 

主灰 

混練飛灰 

ケーキ汚泥 

 

4,567 ｔ 

5,809 ｔ 

55 ｔ 

資源化 

セメント原料化 

徐冷スラグ化（主灰） 

徐冷スラグ化（飛灰） 

 

5,459 ｔ 

1,063 ｔ 

156 ｔ 

 

ごみ発電 

太陽光発電 

保安動力発電 

 

うち売電量 

97,190,100 kWh 

145,620 kWh 

121,950 kWh 

 

67,025,610 kWh 

 

エネルギー起源 

非エネルギー起源 

731 ｔ 

93,216 ｔ 

 

大田清掃工場（新工場） 

インプット 

アウトプット 



 

●エネルギー等購入量 ●ごみ搬入量 ●主な薬品使用量 

   

 

  ●灰搬出量   ●エネルギー生産量  

  

    ●CO2 排出量 ※ ４  

  ●下水排水量   

※１ 不燃センターを含みます。 

※２ 森ヶ崎水再生センターから供給される、下水処理水です。 

※３ 清掃一組の管理する他施設（不燃ごみ処理センター、粗大ごみ破砕処理施設等）からの搬入量です。 

※４ 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく届出値です。大田清掃工場は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例によ

り特定地球温暖化指定事業所に指定され、平成 22年度からエネルギー起源 CO2の総量削減義務が課されています。 

エネルギー起源 CO2：石油や石炭などの化石燃料を燃焼して作られたエネルギーを消費することによって生じる CO2 

非エネルギー起源 CO2：上記以外の CO2（ごみの焼却燃焼などから生じるもの）  

電気※1 

都市ガス 

上水 

処理水※２ 

1,300,640 

64,202 

42,944 

29,228 

kWh 

㎥ 

㎥ 

㎥ 

 

家庭系 

事業系 

清掃一組内※３ 

50,629.27 ｔ 

1,555.34 ｔ 

2,586.72 ｔ 

 

塩酸 

苛性ソーダ 

アンモニア水 

塩化第二鉄 

20,200 kg 

229,940 kg 

22,600 kg 

45,430 kg 

 

排水量※１ 112,920 m3 

 

埋立 

主灰 

混練飛灰 

ケーキ汚泥 

 

5,412 ｔ 

1,131 ｔ 

212 ｔ 

資源化 

セメント原料化 

 

136 ｔ 

 

ごみ発電 

 

うち売電量 

7,083,330 kWh 

 

1,919,180 kWh 

 

エネルギー起源 

非エネルギー起源 

393 ｔ 

31,379 ｔ 

 

大田清掃工場 第一工場

 

インプット 

アウトプット 



 

●エネルギー等購入量 ●ごみ搬入量 ●主な薬品使用量 

   

 

  ●資源等搬出量   ●埋立搬出量  

  

    ●CO2 排出量 ※ ４  

●下水排水量  

 

 

 

※１ 第一工場に含みます。 

※２ 森ヶ崎水再生センターから供給される、下水処理水です。 

※３ 清掃一組の管理する他施設（清掃工場）への搬出量です。 

※４ 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく届出値です。大田清掃工場は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例によ

り特定地球温暖化指定事業所に指定され、平成 22年度からエネルギー起源 CO2の総量削減義務が課されています。 

エネルギー起源 CO2：石油や石炭などの化石燃料を燃焼して作られたエネルギーを消費することによって生じる CO2 

非エネルギー起源 CO2：上記以外の CO2（ごみの焼却燃焼などから生じるもの）  

電気※1 

都市ガス 

上水 

処理水※２ 

0 

208,910 

11,701 

9,656 

kWh 

㎥ 

㎥ 

㎥ 

 

家庭系 12,570.96 ｔ 

 

苛性ソーダ 2,440 kg 

 

売却 

鉄 

アルミニウム 

 

2,637 ｔ 

450 ｔ 

清掃一組内※３ 2,641 ｔ 

 

不燃物 8,159 ｔ 

 

エネルギー起源 

非エネルギー起源 

507 ｔ 

0 ｔ 

 

京浜島不燃ごみ処理センター 

 

インプット 

アウトプット 

排水量※１ 0 m3 

 



環境対策 

大田清掃工場のごみ処理の過程では、排ガスや排水中に大気汚染や水質汚濁の原因となる有害物質

が発生します。こうした有害物質を確実に除去するため、いくつもの公害防止設備が設置されていま

す。 

関係法令に基づく法規準値の遵守に加え、排ガスについてはより厳しい自己規制値を設けて環境汚

染の対策を徹底しています。 

設備の適切な運転管理を行い法規準値及び自己規制値の逸脱を防ぎ、また、定期的に排ガス、排水、

焼却灰の測定を第三者機関へ委託し、有害物質が基準値内であることを確認しています。 

 

 

 

 

 

 

１ 排ガス 

排ガス中に含まれる有害物質は、大気汚染防止法及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条

例（環境確保条例）により基準が定められています。 

新工場及び第一工場におけるごみ焼却の過程で発生する排ガスは、ろ過式集じん器、排ガス洗浄処

理装置等により適切に処理しています。 

 

 

 

 

 

～各測定結果グラフの見方～ 

       測定値        法規準値        自己規制値 

※各測定結果は全て年度平均値です。 

ばいじん（g/m3N） 

可燃ごみや燃料の燃焼の過程で発生する、すすや燃えかすなどの粒子状物質です。 

ろ過式集じん器により除去しています。 

 

  【新工場】              【第一工場】 

     

※第一工場は令和３年度から再稼働しています。 



 

 

 

 

窒素酸化物（ppm） 

光化学スモッグや酸性雨の原因物質で、ごみや燃料の中の窒素分が燃焼することで発

生します。 

触媒反応塔でアンモニアと反応させ、分解しています。 

 

  【新工場】              【第一工場】 

    

※第一工場は令和３年度から再稼働しています。 

硫黄酸化物（ppm） 

酸性雨の原因物質で、ごみや燃料の中の硫黄分が燃焼することで発生します。 

ろ過式集じん器や排ガス洗浄処理装置により中和・除去しています。 

 

  【新工場】              【第一工場】 

     

※第一工場は令和３年度から再稼働しています。 



 

 

 

  

塩化水素（ppm） 

酸性雨の原因物質で、ごみの中の塩素分が燃焼することで発生します。 

ろ過式集じん器や排ガス洗浄処理装置により中和・除去しています。 

 

  【新工場】              【第一工場】 

    
※第一工場は令和３年度から再稼働しています。 

 

水銀（μg/m3N） 

可燃ごみに水銀が混入していた場合、燃焼によって気化します。 

ろ過式集じん器や排ガス洗浄処理装置により除去しています。 

 

  【新工場】              【第一工場】 

    

※第一工場は令和３年度から再稼働しています。 

 



２ 排水 

排水中に含まれる有害物質は、下水道法及び東京都下水道条例により基準が定められています。 

新工場及び第一工場のごみ焼却等の過程で発生する排水は、汚水処理設備で下水排除基準を満たす

よう適切に処理をしてから下水道に放流しています。 

不燃センターの設備排水は、全て第一工場へ送水して処理を行っています。 

 

 

 

pH（水素イオン濃度） 

水の酸性・アルカリ性を示す指標です。 

中性である pH7から数値が離れるほど酸性やアルカリ性が強くなります。 

 

  【新工場】              【第一工場】 

    

※第一工場は令和３年度の再稼働以前から不燃センターの排水を処理しています。 

BOD（生物化学的酸素要求量）（mg/L） 

水の汚れ具合を表す代表的な指標です。 

この数値が大きいほど水が汚れていることになります。 

 

  【新工場】              【第一工場】 

    

※第一工場は令和３年度の再稼働以前から不燃センターの排水を処理しています。 



 

３ ダイオキシン類 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律及びダイオキシン類対策特別措置法に基づき、新工場及び第一

工場ではダイオキシン類の発生を抑制しています。 

ごみを高温で焼却して発生を抑制し、その後排ガスを急冷することでダイオキシン類の再合成を防

ぎます。さらに、ろ過式集じん器や触媒反応塔で除去・分解を行っています。 

【ダイオキシン類とは】 

ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン、ポリ塩化ジベンゾフラン、コプラナーポリ塩化ビフェニルの総称です。 

【TEQ（毒性等量）とは】 

ダイオキシン類の濃度を最も毒性の強い 2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算して表した

ものです。 

 

 

SS（浮遊物質量）（mg/L） 

水の濁りの原因となる物質の量です。 

この数値が大きいほど水が汚れていることになります。 

 

  【新工場】              【第一工場】 

    

※第一工場は令和３年度の再稼働以前から不燃センターの排水を処理しています。 

ダイオキシン類（排ガス）（ng-TEQ/m3N） 

  【新工場】              【第一工場】 

    

※第一工場は令和３年度から再稼働しています。 



 

  

ダイオキシン類（焼却灰）（ng-TEQ/g） 

  【新工場】              【第一工場】 

    

※第一工場は令和３年度から再稼働しています。 

ダイオキシン類（雨水排水）（pg-TEQ/L） 

工場の屋根や構内道路に降った初期雨水は汚水処理設備で処理を行います。 

初期雨水以外は砂ろ過と活性炭ろ過装置等によって処理しています。 

雨水の処理設備は新工場・第一工場で共通です。 

 

 



その他の取組 
不適物の搬入防止の取組 

搬入されるごみの中に、搬入不適物（不燃物や長尺物、水銀含

有物など）が含まれていることがあります。搬入不適物は、ごみ

の燃焼状態の悪化や、設備の不具合などの原因となり、時には

焼却炉停止に至ることがあります。これを未然に防ぐため、工

場では定期的に搬入物を検査しています。適正なごみの分別に

ご協力お願いします。 

 

 

搬入物検査の様子 

 

 

消防訓練・薬品漏えい対応訓練・津波避難訓練の実施 

清掃工場では万一の災害発生に備え、自衛消防隊を編成し、初

期消火、消防署への連絡、避難誘導が適切に行えるよう、工場内

で消防訓練を実施しています。 

また、ごみ処理過程で使用する薬品が漏えいした際の対応訓

練も実施しています。 

さらに、年に 1 度、京浜島連合会の皆様と津波避難訓練を実

施しています。 

 

 

 

津波避難訓練の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京浜島不燃ごみ処理センターは、家庭

から排出される不燃ごみを中間処理する

施設として平成８年 11 月にしゅん工し

ました。 

平成 27 年度以降、大田清掃工場第一

工場の休止に伴い、所管部署を大田清掃

工場から中防処理施設管理事務所に変更

していましたが、この度、大田清掃工場第

一工場の再稼働事業が終了したことか

ら、令和５年４月１日より再び所管部署

が大田清掃工場になりました。 

今後も施設の安定稼働に努めてまいり

ますので、ご理解とご協力をお願いいた

します。 

京浜島不燃ごみ処理センター 

京浜島不燃ごみ処理センターの管理移管について 



コミュニケーション  

運営協議会の開催  排ガス状況表示盤 

大田清掃工場では、地域住民代表、大田区、清掃

一組により構成される運営協議会を年1回開催し

ており、操業状況や環境調査の結果、その他清掃

事業に関する事項について報告しています。運営

協議会で頂いたご意見を参考に、工場の運営、地

域環境の改善に取り組んでいます。 

令和4年度は、新型コロナウイルス感染症拡大

防止の観点から、書類送付による書面開催としま

した。 

 通用門付近に排ガス状況表示盤を設置し、新工

場と第一工場の煙突から排出される排ガス中の硫

黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素の3項目を常時表

示しています。 

 

   

工場見学  工場だより 

工場や清掃事業のことをよく知っていただくた

めに、工場見学を開催しています。見学では説明

者が案内し、質問にも応じています。所要時間は

約１時間30分です。 

詳細については、清掃一組ホームページをご覧

ください。 

 工場の最新の操業状況やトピックスを掲載し

た、「工場だより」を年２回発行しています。清掃

一組ホームページでご覧いただけます。 

 

URL https://www.union.tokyo23-

seisou.lg.jp/kojo/ota/index.html 

 

工場へのアクセス 

大田清掃工場：東京都大田区京浜島三丁目６番１号 

京浜島不燃ごみ処理センター：東京都大田区京浜島三丁目７番１号 

●JR 京浜東北線 大森駅 

●京浜急行電鉄本線 平和島駅 

●東京モノレール羽田空港線 流通センター駅 

各駅より京急バス 

（森 24）（京浜島循環） 

「京浜島三番地」下車徒歩５分 

（森 36）（京浜島・昭和島循環） 

「京浜島三番地」下車徒歩５分 

 

 

 

〈内容に関するお問い合わせ〉 

電話：03-3799-5311  FAX：03-3799-5033 
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